
暴風警報発令時の対応について 

 

「暴風警報」が発令された場合、下記のように対応いたします。 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 
 

暴風警報が発令された時点でただちに臨時休館となります。 

 

午前（８時４５分～１３時の利用者） 

 ７時現在で暴風警報発令中の場合は利用できません。 

 

午後（１３時～１７時３０分の利用者） 

 ９時現在で暴風警報発令中の場合は利用できません。 

 

夜間（１７時３０分～２１時１５分の利用者） 

 １４時現在で暴風警報発令中の場合は利用できません。 

 
 

ご不明な点がございましたら、ご利用になられる体育館にお問い合わせください。 
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